
使用料・手数料の見直し案
意見募集期間 令和7年11月21日（金）～ 12月29日（月）

【冊子の内容】

 資料１ 使用料・手数料の見直し案（概要）

 資料２ 使用料一覧

 資料３ 手数料一覧













資料２　使用料一覧

１　地域集会施設 1 ５　産業施設 59

２　その他の集会施設 9 ６　福祉施設 67

３　文化施設・観覧施設 17 ７　子育て支援・学校教育施設 79

４　スポーツ・レクリエーション施設 27

　●「利用料金制」の施設の使用料

　・管理者による違い

　・利用料金制の施設（R7.11.1現在）

　施設の管理は大きく分けて３種類あり、指定管理者が管理する施設のうち、利用料金制の施設では、指定管理者が条例の額を上限に市の承認を

受けて料金を定めることができるため、条例の額と実際の料金が異なる場合があります。

※この使用料一覧に掲載している新料金は、全て条例の額です。

福祉施設 いきいきセンター（３施設）、近文市民ふれあいセンター、障害者福祉センター（おぴった）

地域集会施設 住民センター（４施設）、地区センター（８施設）、地域活動センター（２施設）、東地区体育センター

その他の集会施設 ときわ市民ホール、勤労者福祉会館、建設労働者福祉センター、市民活動交流センター（CoCoDe）

スポーツ・レクリエーション施設 勤労者体育センター

管理者 使用料・利用料金の額 使用料・利用料金の徴収

①市
条例の額 市の収入（使用料収入）

②指定管理者（使用料）

条例の額が上限 指定管理者の収入（利用料金収入）
③指定管理者（利用料金制）

※利用料金や減免等は、指定管理者が市の承認を受けて定める ※利用料金と市からの委託料等で運営








































































































































































